
 

 

 

資 料 編 

  

１ 配偶者、恋人などからの暴力の現状 
２ 配偶者、恋人などに対する暴力などに関する意識等 



 
 

23 
 

１ 配偶者、恋人などからの暴力の現状 

 ⑴ 相談の現状 

   広島市のＤＶ相談機関は、女性相談員による相談（中区厚生部保健福祉課及び東区厚生部保

健福祉課）、ＤＶ専門相談「ひろしまＤＶホットライン」、暴力被害相談センターなどがありま

す。なお、平成２１年度（２００９年度）からは安佐南区厚生部保健福祉課においても女性相

談員による相談を実施し、さらに、１２月１日に「広島市配偶者暴力相談支援センター」（以下

「ＤＶ相談センター」という。）を設置し、中、東、安佐南区の女性相談員をＤＶ相談センター

に集約して相談を実施しています。 

 

  ア 広島市のＤＶ相談機関における相談件数 

    平成１６年度（２００４年度）は６３４件であった相談件数が、平成２０年度（２００８

年度）には９３６件と、大幅に増加しています。 

 

【内訳】 

区分 
平成１６年度 

(２００４年度) 

平成１７年度 

(２００５年度) 

平成１８年度 

(２００６年度) 

平成１９年度 

(２００７年度) 

平成２０年度 

(２００８年度) 

女性相談員 ３１６件 ３７３件 ３８９件 ５８５件 ５６５件 

ひろしまＤＶ

ホットライン 
２０７件 １７０件 ２４７件 ２７３件 ３００件 

暴力被害相談 

センター 
１１１件 １４５件 １２７件 １２３件 ７１件 

合計 ６３４件 ６８８件 ７６３件 ９８１件 ９３６件 
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  イ 広島県西部こども家庭センター（婦人相談所）における相談件数 

区分 
平成１６年度 

(２００４年度) 

平成１７年度 

(２００５年度) 

平成１８年度 

(２００６年度) 

平成１９年度 

(２００７年度) 

平成２０年度 

(２００８年度) 

相談件数 

(暴力逃避) 
１，８８２件 ２，１８３件 １，９６８件 ２，４７３件 ２，５５１件 

 

  ウ 広島県警察における相談件数 

区分 
平成１６年 

(２００４年) 

平成１７年 

(２００５年) 

平成１８年 

(２００６年) 

平成１９年 

(２００７年) 

平成２０年 

(２００８年) 

相談件数 ２４０件 ３１７件 ３２７件 ３９３件 ４７５件 

 （注）保護命令申立ての対象となる暴力についての相談件数のみ 

 

  エ 広島法務局人権相談所における相談件数 

区分 
平成１６年 

(２００４年) 

平成１７年 

(２００５年) 

平成１８年 

(２００６年) 

平成１９年 

(２００７年) 

平成２０年 

(２００８年) 

相談件数 １０７件 ８２件 １２７件 ９５件 ９５件 

 （注）女性の人権ホットライン等での相談件数を含む。 

 

 ⑵ 一時保護の状況 

   広島県西部こども家庭センター（婦人相談所）でのＤＶを理由とする一時保護件数は下表の

とおりです。 

区分 
平成１６年度 

(２００４年度) 

平成１７年度 

(２００５年度) 

平成１８年度 

(２００６年度) 

平成１９年度 

(２００７年度) 

平成２０年度 

(２００８年度) 

一時保護 

(ＤＶ) 
１１０件 ９９件 ９５件 １２０件 ９４件 

 

 ⑶ 広島県警察が地方裁判所から通知を受けた保護命令発令件数の状況 

区分 
平成１６年 

(２００４年 

平成１７年 

(２００５年) 

平成１８年 

(２００６年) 

平成１９年 

(２００７年) 

平成２０年 

(２００８年) 

接近禁止命令 ２１件 ４３件 ５０件 ３８件 ４４件 

接近禁止命令

及び退去命令 
２６件 １０件 ２８件 ２２件 ２８件 

合計 ４７件 ５３件 ７８件 ６０件 ７２件 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

25 
 

２ 配偶者、恋人などに対する暴力などに関する意識等 

  平成２１年（２００９年）８月に、「男女共同参画に関するアンケート調査」（市内在住の２０

歳以上の市民３，０００人を抽出（有効回収率３６．０％：男性４１９人、女性５８２人））、１

２月に「配偶者からの暴力被害者の自立支援等に関する調査」（配偶者からの暴力被害者８１人（有

効回収率４３％：女性３５人））、本年 1月には被害者へのヒアリング調査を実施しました。 

 

【男女共同参画に関するアンケート調査結果】（抜粋） 

 ⑴ 配偶者、恋人などに関する暴力の経験 

  ア 配偶者、恋人などに対する暴力の経験の有無 

    「あなたはこの５年間に配偶者や恋人などに対して暴力を行った事がありますか」の問に

対して、「ある」と答えた人は、8.0％で、うち女性は 6.2％、男性は 10.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 配偶者、恋人などからの暴力の経験の有無 

   「あなたはこの５年間に配偶者や恋人などからの暴力を経験したことはありますか」の問に

対して、暴力を経験したことがあると答えた人は 8.8％で、うち女性は 11.7％、男性は 5.5％

となっています。 
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図２ 
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 ウ 配偶者、恋人などからの受けた行為 

   配偶者から受けたことのある行為については、「大声で怒鳴られたり、バカにされたことがあ

る」との回答が 72.6％と最も多く、以下「メールや行動のチェック、交友関係を制限されたこ

とがある」（20.0％）、「医師の治療は必要ない程度の身体的暴力を１，２度受けたことがある」

（18.9％）となっています。 

 

 

 

 
    

5.3

3.2

7.4

18.9

72.6

20.0

11.6

11.6

7.4

6.3

8.4

6.3

13.7

16.8

6.3

4.2

0 20 40 60 80

①命の危険を感じるほどの身

体的暴力を受けたことがある

②医師の治療が必要となるほど

の身体的暴力を受けたことがある

③医師の治療は必要ない程度の身

体的暴力を頻繁に受けたことがある

④医師の治療は必要ない程度の身

体的暴力を１、２度受けたことがある

⑤大声で怒鳴られたり、

バカにされたことがある

⑥メールや行動のチェック、交
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⑧嫌がっているのに性的な行為
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⑵ 相談の状況 

ア 被害相談 

「配偶者から受けた暴力について誰かに打ち明けたり、相談したことがありますか。」の

問に対して、「どこ（だれ）にも相談しなかった」（53.6％）との回答が５割を超えて最も

多く、次いで「友人・知人に相談した」（25.8％）と回答しています。 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
イ 相談しなかった理由 

  「どこ（だれ）にも相談しなかった」理由としては、「相談するほどのことではないと思った

から（51.9％）」、「自分にも悪いところがあると思ったから（30.8％）」、「相談しても無駄だと

思ったから（28.8％）」という結果となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

件数=97

友人・知人に相談した　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　

家族や親戚に相談した　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　

警察に連絡・相談した　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　

民間の機関（弁護士会、民間シェル
ターなど）に相談した　　　　　　

医師・カウンセラーに相談した　　
　　　　　　　　　　　　　　　　

広島県広島こども家庭センター（婦
人相談所など）に相談した　　　　

区役所厚生部保健福祉課、広島市暴
力被害相談センターに相談した　　

人権擁護委員、女性の人権ホットラ
インに相談した　　　　　　　　　

ひろしまＤＶホットライン　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　

エソール広島相談事業　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　

民生委員・児童委員に相談した　　
　　　　　　　　　　　　　　　　

その他　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　

どこ（だれ）にも相談しなかった　
　　　　　　　　　　　　　　　　

無回答　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　

0 2 0 4 0 6 0

2 5.8

1 9.6

4.1

3.1

3.1

2.1

1.0

5 3.6

9.3

（％）
図４ 
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 ⑶ 配偶者からの暴力など、女性に対する暴力の防止に必要だと思う取組 

   「被害者が早期に相談できるよう、身近な相談窓口を増やす（55.4％）」、「加害者への罰則を

強化する（51.3％）」が５割を超え、次いで「家庭で保護者が子供に対し、暴力を防止するため

教育を行う（44.6％）」、「学校・大学で、生徒・学生に対し、暴力を防止するための教育を行う

（41.7％）」という結果となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図５ 

図６ 
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家庭で保護者が子どもに対し、暴力
を防止するための教育を行う　　　

学校・大学で生徒・学生に対し、暴
力を防止するための教育を行う　　

被害者救済のための法整備　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　

暴力を助長する恐れのある情報（雑
誌など）を取り締まる　　　　　　

メディアを活用して、広報・啓発活
動を積極的に行う　　　　　　　　

暴力を振るったことのある者に二度
と繰り返さないよう教育を行う　　

被害者を発見しやすい立場にある警
察等に対し、研修や啓発を行う　　

地域で、暴力を防止するための研修
会、イベントなどを行う　　　　　

その他　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　

わからない　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　

無回答　　　　　　　　　　　　　
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【配偶者からの暴力被害者の自立支援等に関する調査】（抜粋） 

⑴ 配偶者からの暴力の被害経験について 

  ア 配偶者から受けたことのある暴力 

 「あなたがこれまでに配偶者から受けたことのある暴力はどれですか。（複数回答可）」の

問に対して、「精神的暴力」（97.1%）、「身体的暴力」(91.4％)の回答が多くなっています。 
また、この質問に対する回答者 1人あたりの選択数は 3.2 項目で、複数種類の暴力を受け

ています。 
 

 

 

 

 

イ 医師等の診断等を受けたことの有無 

「あなたは、暴力による怪我や精神的不調で、医師等の診断等を受けたことがありますか。」

の問に対して、「診断等を受けたことがある」人は 65.7％となっています。 
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図７ 
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 ウ 診療を受けた診療科 

  「あなたは、何科で診察を受けましたか。（複数回答可）」の問に対して、「整形外科」（47.8％）

が最も多く、以下「外科」（30.4％）、「内科」（26.1％）、「心療内科」（26.1％）、「精神科」（21.7％）、

「産婦人科」（21.7％）となっています。 

  この質問に答えた 23人の回答数は 57 件で、一人当たり平均 2.5 科を受診しています。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ⑵ 一時保護や避難施設の利用状況について 

ア 宿泊設備のある施設の一時的な利用状況 

  「あなたはこれまでに配偶者の暴力から避難するために、宿泊設備のある施設を一時的に

利用したことがありますか。」の問に対して、「現在、利用している」、「過去に利用したこと

がある」人は共に 34.3％となっています。 
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イ 家を出てから最初に利用した施設 

  宿泊設備のある施設を一時的に利用したことがある人の中で、「あなたが、家を出て最初に

利用した施設はどこですか。」の問に対して、「婦人相談所」（70.8％）が最も多く、次いで「母

子生活支援施設」（8.3％）となっています。 

 

 
 

ウ 施設を出た後の状況 

  配偶者の暴力から避難するために、宿泊設備のある施設を一時的に利用したことがある人

の中で「あなたは施設を出た後、どうしましたか。」の問に対して、「民間賃貸住宅に入所し

た」（33.3％）が最も多く、次いで「母子生活支援施設に入所した」（25.0％）となっていま

す。 
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無回答
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その他

無回答

(%)件数＝12 

図１１ 

件数＝24 
図１０ 
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 ⑶ 相談窓口の利用状況について 

   「あなたが利用した相談窓口はどれですか。（複数回答）」の問に対して、「警察」（71.4％）

が最も多く、以下「区役所（女性相談員）」（45.7％）、「広島県西部こども家庭センター」（37.1％）

となっています。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑷ 保護命令の申立て状況について 

  ア 保護命令の申立て状況 

「あなたは、裁判所に対して、保護命令の申立てをしましたか。」の問に対して、「申立てを

していない」（54.8％）が 5割を超えています。「申立てを行い、現在、発令されている」人は

25.8％、「過去に申立てを行い、発令されたことがある」人は 16.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.4 
45.7 

22.9 
5.7 

2.9 
37.1 

11.4 
71.4 

0.0 
28.6 

2.9 

0 20 40 60 80 

ひろしまＤＶホットライン

区役所（女性相談員）

暴力被害相談センター（女性相談員）

女性の人権ホットライン

エソール広島相談事業

広島県西部こども家庭センター

ＤＶ法律相談

警察

広島市女性教育センター

その他

無回答

(%)
件数＝35 

54.8 
25.8 

16.1 
0.0 

3.2 
0.0 
0.0 

0 20 40 60 

申立てをしていない

申立てを行い、現在、発令されている

過去に申立てを行い、発令されたことがある

申立てを行い、現在、裁判所で審理中である

申立てが却下された

申立てを取り下げた

無回答

(%)件数＝31 

図１２ 

図１３ 
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  イ 保護命令の申立てをしていない理由 

  裁判所に対して、保護命令の申し立てをしていない人は「保護命令の申立てをしていない

理由はなんですか。（複数回答可）」の問に対して、「相手の反応が怖かったから」（35.3％）

が最も多く、以下「申立てをする決心がつかなかったから」（29.4％）、「精神的に余裕がなか

ったから」、「費用がなかったから」、「受けた暴力が保護命令の対象外だったから」、「どの程

度の暴力であれば申立てできるのか自信がなかったから」（各 17.6％）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑸ 現在の生活状況等について 

  ア 追跡された経験 

    「相手と離れて生活している間に、追跡された経験はありますか。」の問に対して、57.1%

の人があると回答しています。 

 

 
 

57.1 

40.0 

2.9 

0 10 20 30 40 50 60 

ある

ない

無回答

(%)

17.6 

17.6 

5.9 

17.6 

35.3 

11.8 

17.6 

29.4 

0.0 

11.8 

5.9 

29.4 

0.0 

0 10 20 30 40 

精神的に余裕がなかったから

費用がなかったから

手続が難しそうだったから

受けた暴力が保護命令の対象外だったから

相手の反応が怖かったから

効果がどれくらいあるのかわからなかったから

どの程度の暴力であれば申立てできるのか自信がなかったから

申立てをする決心がつかなかったから

保護命令の制度を知らなかったから

申立てをする必要がなかったから

今後申立てをする予定である

その他

無回答

(%)

件数＝17 

図１４ 

件数=35 
図１５ 
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  イ 住まい 

  「現在の住まいはどちらですか。」の問に対して、「母子生活支援施設」、「婦人保護施設」

など公的機関が 53.1％と最も多く、次いで「民間賃貸住宅」（21.9％）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ウ 同居者 

  「あなたは、現在、誰と一緒に住んでいますか。（複数回答可）」の問に対して、「子ども」

（80.0％）が最も多く、次いで「自分の親」（11.4％）となっています。 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.9 
0.0 

40.6 
12.5 

0.0 
9.4 

0.0 
6.3 

9.4 

0 10 20 30 40 50 

民間賃貸住宅

公的賃貸住宅

母子生活支援施設

婦人保護施設

民間シェルター

実家、親戚宅

友人、知人宅

その他

無回答

(%)件数＝32 

80.0 
11.4 

0.0 
0.0 
0.0 

2.9 
11.4 

2.9 

0 20 40 60 80 100 

子ども

自分の親

相手の親

上記以外の親戚

友人、知人

新しい配偶者、パートナー

その他

無回答

(%)件数＝35 

図１６ 

図１７ 
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  エ 就労状況 

    「あなたは、現在、仕事を持っていますか。」の問に対して、「仕事はしていない」（48.6％）

が最も多く、以下「パートタイム、アルバイトのみで働いている」（28.6％）、「フルタイムの

みで働いている」（14.3％）となっています。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 求職状況 
  仕事はしていない人の中で、「あなたは、現在、仕事を探していますか。」の問に対して、「仕

事を探している」人が 47.0％で、次いで「仕事を探したいが探せない」人が 41.2％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.3 
28.6 

0.0 
0.0 

48.6 
8.6 

0 10 20 30 40 50 60 

フルタイムのみで働いている

パートタイム、アルバイトのみで働いている

フルタイムで働いて、かつパートタイムも掛け持ちしている

自営業

仕事はしていない

その他

(%)
件数＝35 

47.0 

41.2 

11.8 

0.0 

0 10 20 30 40 50 

仕事を探している

仕事を探したいが探せない

仕事を探していない

無回答

(%)件数＝17 

図１８ 

図１９ 
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カ 生活費 

「あなたは、現在、生活費はどのようにまかなっていますか。（複数回答可）」の問に対して、

「生活保護」（51.4％）が最も多く、以下「就労による収入」（42.9％）、「児童扶養手当」（28.6％）

となっています。 

 

 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

キ 相手と離れて生活を始めるにあたって困ったこと 

   「あなたが相手と離れて生活を始めるにあたって、どのようなことに困りましたか。（複数回

答可）」の問に対して、「住所を知られないようにするため住民票を移せないこと」（60.0％）が

最も多く、以下「裁判や調停に時間やエネルギー、お金を要すること」（57.1％）、「自分の体調

や気持が回復していないこと」（48.6％）、「当面の生活をするために必要なお金がないこと」

（42.9％）などとなっています。 

   この質問に対する回答者 1人あたりの選択数は 7.0 項目で、相手と離れて生活を始めるにあ

たって複数の困難を抱えている人が多くなっています。 

42.9 
51.4 

28.6 
2.9 

8.6 
14.3 

17.1 
2.9 

11.4 
0.0 

0 10 20 30 40 50 60 

就労による収入

生活保護

児童扶養手当

失業手当

年金

貯蓄の切り崩し

実家、親戚等からの援助

子どもの親から送られる養育費

その他

無回答

(%)件数＝35 
図２０ 
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2.9 
8.6 

5.7

14.3

25.7

31.4

22.9 
20.0

11.4

2.9 
42.9

8.6 
31.4

22.9 
60.0

48.6

11.4

14.3

22.9 
20.0

25.7

57.1

11.4

31.4

31.4

5.7

40.0

0.0 
11.4

11.4

11.4

31.4

11.4

0 10 20 30 40 50 60

１ 公的施設（母子生活支援施設など）に入所できないこと 
２ 民間賃貸住宅（民間アパートなど）に入居できないこと

３ 公的賃貸住宅（公営住宅など）に入居できないこと

４ 民間賃貸住宅に入居するための保証人がいないこと

５ その時就いていた仕事を辞めないといけなかったこと 
６ 就職活動ができないこと 

７ 適当な就職先がみつからないこと

８ 就職に必要な技能（パソコン操作など）がないこと

９ どのように就職活動をすればよいかわからないこと 
１０ 就職に必要な保証人がいないこと

１１ 当面の生活をするために必要なお金がないこと

１２ 生活保護が受けられないこと

１３ 児童扶養手当がもらえないこと

１４ 健康保険や年金などの手続きが面倒なこと

１５ 住所を知られないようにするため住民票を移せないこと

１６ 自分の体調や気持ちが回復していないこと

１７ お金がなくて病院での治療やカウンセリングを受けられないこと 
１８ 健康保険証がなくて病院に行けないこと 

１９ 子どもの就学や保育所に関すること 
２０ 子どもの問題行動のこと

２１ 子どもを相手のもとから取り戻すことや子どもの親権のこと

２２ 裁判や調停に時間やエネルギー、お金を要すること

２３ 保護命令の申し立て手続がめんどうなこと

２４ 相手が離婚に応じてくれないこと

２５ 相手からの追跡や嫌がらせがあること 
２６ 相手が子どもとの面会を要求すること 

２７ 相手が怖くて家に荷物を取りに行けないこと

２８ 母国語が通じないこと

２９ 公的機関や民間団体の支援者から心ない言葉をかけられたこと 
３０ どうすれば自立して生活できるのか情報がないこと

３１ 相談できる人が周りにいないこと 
３２ 新しい環境になじめないこと 

３３ その他

【住宅のこと】

【就労のこと】

【経済的なこと】

【手続のこと】

【健康のこと】

【子どものこと】

【裁判・調

停のこと】

【相手のこと】

【支援者のこと】

【その他】 

件数＝３５ 
（％） 

図２１ 
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ク 支援について 

「利用した支援はどれですか。（複数回答可）」の問に対して、「利用した」支援は、「配偶

者暴力相談センター、婦人相談員等による情報提供や助言」（77.1％）が最も多く、以下「ハ

ローワーク等での職業紹介や相談」（54.3％）、「子どもの学校や保育所に関する支援」（54.3％）、

「生活保護の受給」（51.4％）「公的施設（母子生活支援施設など）への入所」（45.7％）、「国

民健康保険等への新たな加入」（42.9％）、「保護命令申立書等の作成支援」（42.9％）となっ

ています。 

 

「利用を申し込んだが、実現しなかった」支援は、「児童扶養手当の受給」（17.1％）が最

も多く、以下「公的賃貸住宅（公営住宅など）への入居」（8.6％）、「当座の生活資金（引越

にかかる費用など）の貸付」（8.6％）、「心理カウンセラー等によるカウンセリング」（8.6％）

となっています。 

 

「制度があれば、あるいは制度を知っていれば利用したかった」人が多い支援は、「診療代

やカウンセリング費用の補助、立替え」（34.3％）が最も多く、以下「母子家庭等就業・自立

支援センターにおける就業支援サービス（就業相談や講習会など）」（31.4％）、「心理カウン

セラー等によるカウンセリング」（25.7％）、「相手の家に荷物を取りに行く際の同行」（25.7％）

となっています。 
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 以下に掲げる支援の利用状況について、１から４のうちあてはまる番号すべてに○をつけてくだ

さい。《複数回答》 
  
 

45.7

17.1

8.6

54.3

8.6

8.6

2.9

11.4

51.4

34.3

42.9

22.9

31.4

8.6

54.3

22.9

37.1

42.9

34.3

17.1

11.4

77.1

5.7

5.7

8.6

5.7

8.6

2.9

17.1

5.7

8.6

2.9

5.7

2.9

5.7

22.9

25.7

42.9

31.4

14.3

22.9

17.1

34.3

25.7

14.3

5.7

22.9

17.1

5.7

17.1

11.4

22.9

20

20

17.1

45.7

22.9

54.3

28.6

5.7

5.7

8.6

11.4

20

2.9

20

31.4

14.3

14.3

2.9

2.9

5.7

22.9

25.7

34.3

5.7

14.3

2.9

11.4

17.1

11.4

25.7

2.9

20

5.7

20

42.9

37.1

40

28.6

42.9

42.9

48.6

40

28.6

40

28.6

31.4

28.6

37.1

28.6

34.3

37.1

25.7

25.7

42.9

34.3

42.9

40

11.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

公的施設（母子生活支援施設など）への入所

民間賃貸住宅（民間アパートなど）の斡旋、紹介

公的賃貸住宅（公営住宅など）への入居

民間賃貸住宅の契約時の身元保証

ハローワーク等での職業紹介や相談

パソコン操作などの職業訓練

母子家庭等就業・自立支援センターにおける就業支援サービス

（就業相談や講習会など）

就職する際の身元保証

当座の生活資金（引越にかかる費用など）の貸付

生活保護の受給

児童扶養手当の受給

国民健康保険等への新たな加入

住民基本台帳の閲覧等の制限

心理カウンセラー等によるカウンセリング

診療代やカウンセリング費用の補助、立替え

子どもの学校や保育所に関する支援

児童相談所等での子どもへのカウンセリング

裁判費用や弁護士費用等の補助、立替え

保護命令申立書等の作成支援

警察による防犯指導

相手が子どもと面会する際の立会い

相手の家に荷物を取りに行く際の同行

母国語による通訳

自助グループ、サポートグループなどでの精神的な支援や情報交換

配偶者暴力相談支援センター、婦人相談員等による情報提供や助言

1 利用した 2 利用を申し込んだが、実現しなかった

3 利用する必要はなかった 4 制度があれば、あるいは

制度を知っていれば利用したかった
無回答

【住宅確保に

関する支援】

【就労に関する支援】

【経済的な支援】

【手続に関する支援】

【健康に関する支援】

【子どもに関する支援】

【裁判・調停に

関する支援】

【相手との対応

に関する支援】

【その他の支援】

件数＝３５

図２２ 
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【配偶者からの暴力被害者の自立支援等に関する調査自由記入欄及びヒアリング調査での主な意見】 

 
⑴ 広報・啓発 

○ 女性が多い職場等にＤＶを受けた場合のパンフレットを置いてほしい。 
○ 相談窓口などの情報が手に入らない。 
○ 民生委員や近所の人など、地域の人に早く気付いてほしかった。多くの人がＤＶについて理

解して、早期発見ができるような環境になればいい。 
 
⑵ 相談支援 

○ 調停などで決着がつかない場合など、自分で弁護士を頼むのは大変である。専属の弁護士が

いれば安心だ。 
○ 将来や子どものことに関して次々と悩みが出てくる。いつも相談ができて、話を聞いてくれ

る人がほしい。 
○ 相談窓口は、土日や夜間でも対応してほしい。相談窓口が開いていないときに、どうすれば

いいのか、混乱してしまう。 
○ 携帯電話から固定電話の相談窓口に電話すると通話料が高いし、負担が大きい。また、急に

通話料が高くなると加害者が不審に思い、相談したことが露呈する。フリーダイヤルの相談窓

口があるとよい。 
○ 被害者が集まり、互いの悩みを話したり、被害者の子どもたち同志で遊んだりできる場がほ

しい。また、こうした場は公共が提供し、被害者をサポートしたい人や場を運営するスタッフ

（たとえば、元被害者）に対しての支援（財政的支援）を行ってほしい。 
○ オールマイティで助言してくれる、一緒になって考えてくれる人がいてほしい。 
○ 相談員は、二次被害を起こさない、理解があり、専門性のある的確な人であるべきだ。 
○ 相談すること自体、ものすごく勇気がいること。被害の状況など、自分から話すことができ

ないので、相談員から話を聞き出してくれるよう配慮してほしい。 
○ 自立していくにあたって、受けることのできる支援について、もっと分かりやすく説明して

欲しい。 
 
⑶ 保護 

○ 保護命令が６か月ではなく、一生有効ということはできないのか。 
○ 保護命令の対象に「精神的暴力」を加えてほしい。 

 
⑷ 自立支援 

○ 民間住宅への入居の際、家族などが保証人になれない場合の支援がいるのではないか。 
○ 相手から養育費も受け取れず、生活保護も受けられないような被害者に対して、金銭的な支

援があれば助かると思う。 
○ 何も持たず家を飛び出したので、必要なものを代わりに取りに行ってもらえるなどの手段が

取れていたら良かった。 
○ 手続の際に、一緒に窓口に行ってもらいたい。 
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○ 子育てと仕事の両立で大変である。買い物などを手伝ってくれるボランティアの人がいたら、

本当に助かると思う。 
 

⑸ 関係機関との連携 

○ 長い間ＤＶを見てきた子どもが暴力的である。心に深い傷を抱えている子どもの心のケアに

力を入れてほしい。 
 


